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衆
議
院
議
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子
学
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実
習
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
河
野
正
美
君
提
出
産
科
に
お
け
る
男
子
学
生
の
実
習
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

母
性
看
護
学
の
臨
地
実
習
を
行
う
実
習
施
設
（
以
下
「
母
性
看
護
学
実
習
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働

省
医
政
局
看
護
課
が
平
成
二
十
六
年
度
に
行
っ
た
「
母
性
看
護
学
、小
児
看
護
学
及
び
母
子
看
護
実
習
に
関
す
る
調
査
」

（
以
下
「
母
性
看
護
学
等
に
関
す
る
調
査
」
と
い
う
。
）
で
は
、
約
五
十
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
看
護
師
養
成
所
の
課
程
が

「
確
保
は
困
難
」
と
回
答
し
て
お
り
、
文
部
科
学
省
高
等
教
育
局
医
学
教
育
課
が
平
成
二
十
七
年
度
に
行
っ
た
「
大
学
に
お

け
る
医
療
人
養
成
の
在
り
方
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、
約
四
十
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
大
学
の
課
程
が
、
「
現
在
は
確
保
で

き
て
い
る
が
、
二
〜
三
年
後
は
不
確
定
で
あ
る
」
又
は
「
現
在
も
確
保
は
不
確
定
で
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。

べ
ん

政
府
と
し
て
は
、
少
子
化
の
進
展
に
よ
り
分
娩
取
扱
医
療
機
関
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
、
看
護
師
学
校
養
成
所
の
入
学

定
員
及
び
入
所
定
員
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
等
に
伴
い
、
母
性
看
護
学
実
習
施
設
の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
承

知
し
て
お
り
、
母
性
看
護
学
実
習
施
設
の
確
保
に
向
け
た
取
組
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

母
性
看
護
学
等
に
関
す
る
調
査
で
は
、
母
性
看
護
学
の
臨
地
実
習
に
男
子
学
生
を
受
け
入
れ
な
い
、
あ
る
い
は
男
子
学
生

一



の
受
入
れ
を
制
限
し
て
い
る
施
設
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
理
由
に
男
性
の
入
学
を

制
限
し
て
い
る
看
護
師
養
成
所
も
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

母
性
看
護
学
は
、
男
女
を
問
わ
ず
看
護
師
に
な
る
た
め
に
必
要
な
教
育
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
男
子
学
生
が
こ
れ
を
学

び
や
す
く
す
る
た
め
の
取
組
は
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
、
男

子
学
生
を
含
む
看
護
師
養
成
所
の
学
生
が
母
性
看
護
学
の
臨
地
実
習
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
及
び
協
力
を
求
め

る
内
容
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
成
し
、
医
療
機
関
等
を
通
じ
て
周
知
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
母
性
看
護
学
実
習
施
設
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
看
護
師
養
成
所
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
母
性
看
護
学
実
習
及
び
小

児
看
護
学
実
習
に
お
け
る
臨
地
実
習
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
付
け
医
政
看
発
〇
九
一
〇
第
四
号
厚
生
労
働

省
医
政
局
看
護
課
長
通
知
）
に
お
い
て
、
母
性
看
護
学
実
習
施
設
と
し
て
は
、
病
院
に
限
ら
ず
診
療
所
、
保
育
所
、
小
学
校
、

中
学
校
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
施
設
等
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
産
科
医
療
機
関
に
お
い

て
実
習
を
行
わ
な
い
場
合
の
母
性
看
護
学
の
臨
地
実
習
の
具
体
的
な
例
等
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

二



助
産
師
は
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
三
条
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
免

許
を
受
け
て
、
助
産
又
は
妊
婦
、
じ
ょ
く
婦
若
し
く
は
新
生
児
の
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
女
子
を
い
う
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
特
に
分
娩
に
際
し
て
は
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
産
婦
に
付
き
添
い
、
女
性
の
性
的
羞
恥
心
を
誘
発
し

や
す
い
行
為
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
男
性
が
助
産
師
免
許
を
取
得
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
様
々
な
意
見
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
文
部
省
・
厚
生
省
令
第
一
号
）
第
三
条
及
び
別

表
二
に
お
い
て
は
、
助
産
師
学
校
養
成
所
で
行
う
教
育
内
容
と
し
て
、
母
性
看
護
学
の
臨
地
実
習
で
は
な
く
助
産
学
実
習
の

臨
地
実
習
を
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


